
第 44 回 太平洋広域漁業調整委員会 
 

議 事 次 第 
 
 
 
日 時： 令和８年２月 17 日（火） 14：00～ 

場 所： 三番町共用会議所 大会議室（東京都千代田区九段南 2-1-5） 
 
 
１ 開 会 
 
２ 挨 拶 
 
３ 議 題 

（１）令和８年度における遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の資源管理措置につ

いて 

（２）太平洋南部キンメダイに関する委員会指示について 

（３）その他 

① 令和８年度資源管理関係予算について 

② その他 

 

 
４ 閉 会 
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　　 根拠法令：漁業法（昭和24年法律第267号）　  　　 　　　　　　　　　

　　 定　　員：28人（大臣選任10人、都道県互選18人）　 　 　　　 　　　 

任　　期：４年  大臣選任委員(第６期)：2022年 6月1日～2026年5月31日

都道県互選委員(第７期)：2025年10月1日～2029年9月30日

北海道 阿部
アベ

 国雄
　クニオ

渡島海区漁業調整委員会 委員

青森県 南谷
ミナミヤ

　雅人
マサト

青森県東部海区漁業調整委員会委員

岩手県 亘理
ワタリ

　榮
マサヨシ

好 岩手海区漁業調整委員会会長

宮城県 尾
オ

定
サダ

　誠
マコト

宮城海区漁業調整委員会会長

福島県 鈴木
　スズキ

　哲二
　　テツジ

福島海区漁業調整委員会会長代理

茨城県 清水
シミズ

　信宏
ノブヒロ

茨城海区漁業調整委員会会長

千葉県 石井
　イシイ

　春
　ハル

人
ヒト

千葉海区漁業調整委員会会長

東京都 馬場
ババ

　治
オサム

東京海区漁業調整委員会会長

神奈川県 宮川
　ミヤガワ

　　均
ヒトシ

神奈川海区漁業調整委員会副会長

静岡県 高田
　タカダ

　充朗
　ミツロウ

静岡海区漁業調整委員会会長

愛知県 石井
イシイ

　克也
カツヤ

愛知海区漁業調整委員会委員

三重県 矢田
ヤダ

　和夫
カズオ

三重海区漁業調整委員会会長

和歌山県 片谷
　カタタニ

　　匡
タダシ

和歌山海区漁業調整委員会委員

徳島県 竹本
タケモト

　晴茂
ハルシゲ

徳島海区漁業調整委員会委員

高知県 木下
キノシタ

　　清
キヨシ

高知海区漁業調整委員会会長

愛媛県 立花
タチバナ

　弘樹
ヒロキ

愛媛海区漁業調整委員会会長

大分県 濱田
　ハマダ

　貴
　タカ

史
シ

大分海区漁業調整委員会委員

宮崎県 成
ナリ

原
ハラ

　淳一
ジュンイチ

宮崎県海区漁業調整委員会委員

野﨑
ノザキ

　太
タイ

株式会社酢屋商店　代表取締役

鈴木
スズキ

　宏彰
ヒロアキ

有限会社福栄丸漁業　代表取締役社長

長島　孝好
ナガシマ　　　タカヨシ

大師丸漁業株式会社　代表取締役

小坂田
コ サ カ ダ

　浩嗣
ヒロツグ

昭和漁業株式会社　代表取締役社長

小玉
コダマ

　祐
ユウ

樹
キ

有限会社小玉漁業　代表取締役

中田
ナカタ

　勝淑
カツヒデ

高知かつお漁業協同組合　代表理事組合長

井上
イノウエ

　幸宣
ユキノリ

全国かじき等流し網漁業協議会　副会長

関
セキ

　いずみ■ 学校法人東海大学　人文学部　教授

北門
キタカド

　利英
トシヒデ

▲ 国立大学法人東京海洋大学　教授

花岡
ハナオカ

　和佳
　ワカオ

男 株式会社シーフードレガシー 代表取締役社長

※　▲は会長、■は会長職務代理者

都
道
県
互
選

大
臣
選
任

漁業者
代表

学識
経験

太平洋広域漁業調整委員会　委員名簿

区　分 氏名 現職
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くろまぐろ遊漁の管理について

令和８年１月
水産庁

第44回太平洋広域漁業調整委員会 資料１－１
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Ⅰ. 令和７年度における管理について

時期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

採捕上限 ５トン ５トン ５トン ５トン ５トン 3トン ３トン ３トン ３トン ３トン ３トン ３トン

採捕数量 6.2トン 4.4トン 12.6トン 12.8トン 2.8トン 0.8トン 2.2トン 1.6トン ３.9トン 4.3トン 7.2トン －

採捕禁止
期間

４/９～
４/30

５/14～
５/31

６/５～
６/30

７/４～
７/31

８/４～
８/31

－ － －
12/28

～
12/31

1/19
～

1/31

2/4
～

2/28
－

主な
採捕海域

J3海域 J6、J7、J8海域
J1、J8

海域
J1海域

J1、J2
海域

J1、J3
海域

J1、J3
海域

J1、J2、
J3海域

－

1．採捕状況について

○ ４月～翌１月における遊漁の機会について、昨年度は119日間、今年度は170日。また、４月～翌2月までの
総採捕数量は、令和８年２月13日時点で58.8トン（残り3.3トン）。

○ 他方、６、７月の採捕の積み上がりが予想以上に大きく、月の上限を大幅に超過したことから、遊漁専門部会
の議論を経て９月以降の採捕上限を３トンに変更。９～11月の採捕数量の積み上がりは緩やかな状況。
ただし、12月については、月の後半に採捕報告が増加し、月の採捕上限３トンを超過（28日から採捕禁止）。

時期 ４～５月 ６月 ７月 ８～９月 10～12月 １～３月

採捕上限 ５トン ７トン ７トン ７トン ５トン
５トン

(3.3トン)

採捕数量 8.2トン 8.8トン 10.2トン 4.9トン 4.3トン 1.6トン

採捕禁止
期間

４/６～５/31
６/５～
６/30

７/７～
７/31

８/５～９/30 － １/９～３/31

主な
採捕海域

J3海域
J6、J7、
J8海域

J7、J8
海域

J1、J8海域 J1海域 J1海域

（参考）令和６年度の採捕実績

１
2
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○ 令和８年２月13日時点で計20件の裏付け命令を発出（令和６年度の裏付け命令発出実績は計11件）。

違反時期 違反海域 使用船舶 違反内容

令和７年４月 福島県いわき市中之作港沖 PB 小型魚の採捕

令和７年６月

京都府経ヶ岬沖 PB 採捕禁止期間中の大型魚の採捕

富山県魚津沖

PB 小型魚の採捕

PB 採捕禁止期間中の大型魚の採捕

PB
・小型魚の採捕
・採捕禁止期間中の大型魚の採捕

PB
・小型魚の採捕
・大型魚の保持数制限
・採捕禁止期間中の大型魚の採捕

新潟県新潟港（東港区）沖 PB 小型魚の採捕

石川県小木港南方沖 遊漁船 小型魚の採捕

令和７年７月
新潟県佐渡島東方沖 PB 採捕禁止期間中の大型魚の採捕

長崎県壱岐島北西海域 遊漁船 採捕未報告

令和７年８月

北海道ウトロ港沖 遊漁船 採捕報告期限の超過

島根県浜田港沖 遊漁船 採捕報告期限の超過

北海道網走沖 遊漁船
・採捕報告期限の超過
・必要書類の未提出

令和７年９月 北海道釧路港沖 遊漁船 採捕報告期限の超過

令和７年10月

富山県魚津沖 SUP 小型魚の採捕

大分県別府湾沖 遊漁船 小型魚の採捕

青森県竜飛崎沖 遊漁船 採捕報告期限の超過

令和７年11月
北海道勇払沖 PB 採捕報告期限の超過

静岡県沼津市戸田付近 陸釣り 小型魚の採捕

令和８年２月 東京都大島沖 PB 採捕報告期限の超過

２．委員会指示違反への対応について

２3
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※１ バッグリミットはオレンジ枠内で１人１尾まで。
※２ 令和７年度の余剰分が3.5トンだった場合の各月配分量：3.5トン÷12か月＝約0.2トン （※ 小数点第２位以下は切り捨て）
※３ ６月に７トンの超過があった場合の８月以降の各月差し引き数量：７トン÷８か月＝約0.8トン（※ 小数点第２位以下は切り捨て）

Ⅱ. 令和８年度における管理について

３

○ 令和８年１月22日（木）に、くろまぐろ遊漁専門部会第６回合同会議を開催し、令
和８年度における管理について議論を行い、以下の内容で合意。広域漁業調整委員会指
示に基づき、今後、広域漁業調整委員会会長が別に定める予定。

令和７年度（現行） 令和８年度（見直し）

採捕上限の設定 ・ 毎月均等に設定。 ・ 毎月均等に設定。
・ 令和７年度の余剰分は各月に均
等配分。

・ 月毎の採捕数量を超過した場合
は、超過した数量を翌々月の採捕
数量から均等に差し引く。

大型魚のバッグリミット
（保有制限）

１人１月１尾まで １人各期間１尾まで

※ 各期間：４月から始めて２か月間ごと

※ その他の現行の広域漁業調整委員会指示に基づき行われている措置の見直しはなし。

【令和８年度の管理の考え方の例】 単位：トン

時期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

当初
採捕数量

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

採捕実績 ５ ５ 12.2

超過数量 － － ＋7

調整後
採捕数量

5.2 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

4
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Ⅲ. 届出制に関する状況について

1．届出状況について

○ 令和８年４月１日から導入されるくろまぐろ遊漁に関する届出について、令和８年１月１日から
受付を開始。

○ 令和８年２月13日時点における届出の件数は、計4,313件（対象者間の重複を含む）。それぞれ
の届出件数は以下のとおり。

対象者

令和８年４月１日から令和９年３月31日までの間に

くろまぐろ（大型魚）釣りをしよう
とする

遊 漁 者

くろまぐろ（大型魚）の採捕を目的
として遊漁者を漁場に案内しようと
する

遊 漁 船 業 者

くろまぐろ（大型魚）の採捕を目的
として
① 遊漁者を漁場に案内しようとする
② 自ら漁場に赴こうとする

遊漁船以外の船舶
（プレジャーボート等）

運航者
※遊漁船：遊漁船業の用に供する船舶

届出件数 3,457件 902件 1,399件

海域ごとの
届出件数

太平洋：1,681件 太平洋：379件 太平洋：521件

日本海・九州西：2,696件 日本海・九州西：589件 日本海・九州西：1,032件

瀬戸内海：177件 瀬戸内海：15件 瀬戸内海：23件

届出期間

令和８年１月１日（木）から
最初にくろまぐろ（大型魚）を
採捕しようとする日の１営業日
前まで

令和８年１月１日(木）から令和８年３月20日（金）まで

※ 届出は者ごと、船舶ごと、海域ごとに行うため、対象者及びそれぞれの海域での重複を含む。
４5
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２．届出制に関する周知状況について

○ 令和８年４月１日から導入される届出制について、ポスター及びチラシを作成し、周知活動を実
施。

広報媒体 実績

説明会 全国向けに計９回（予定）、遊漁船業者向けに計２回実施。

SNS 農水省X、水産庁Facebook、水産庁Instagramにおいて複数回投稿。

ラジオ（杉浦太陽・村上佳菜子
日曜まなびより）

令和８年１月４日（日）にTOKYO FMほかで放送。政府広報オンラインに
おいてアーカイブ配信中（令和９年３月31日まで）。農水省Xでも当該放送
に関する投稿をポスト。

Smartnewsバナー広告 令和７年12月15日（月）～12月28日（日）の期間中掲載。

新聞 水産関係の業界紙において掲載。遊漁関係の業界紙において掲載。

ポスター・チラシの配布 約400か所に、ポスター約2,800枚、チラシ約37,000枚を配布。

イベントへの参加
釣りフェス2026 in Yokohama及びフィッシングショーOSAKA2026に
おいてポスターを掲示、チラシを配布、シンポジウムに参加。

ポスター チラシ

５6
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資料１－２ 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の一部改正について 

 
当委員会では、遊漁者による太平洋くろまぐろの採捕の管理を行うため、太

平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号（以下「指示第 49号」という。）を発出

して、遊漁による太平洋くろまぐろの採捕の管理を実施してきたところであ

るが、次の理由により、当該指示第 49 号を一部改正する指示として、資料１

－３の（案）により太平洋広域漁業調整委員会指示第 54 号を発出するととも

に、 

・資料１－５の（案）により、太平洋広域漁業調整委員会指示第 49号の六、

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 79 号の六及び瀬戸内海広域漁

業調整委員会指示第 48 号の六に基づく遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の

採捕数量に関する運用方針 

・資料１－６の（案）により太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六、

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第 79 号の六及び瀬戸内海広域漁

業調整委員会指示第 48 号の六に基づくに基づく遊漁者のくろまぐろ（大

型魚）の採捕の禁止に関する運用方針 

の決定を行う。 

 

１．改正内容及び理由 

（１）指示第 49 号の三に定める遊漁者が採捕可能なくろまぐろ（大型魚）の

採捕数量 

指示 49 号に基づき、遊漁による太平洋くろまぐろ（大型魚）の採捕は、

１人１月１尾までであったが、令和８年１月に開催された、太平洋広域漁業

調整員会くろまぐろ遊漁専門部会、日本海・九州西広域漁業調整委員会くろ

まぐろ遊漁専門部会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会くろまぐろ遊漁専門

部会合同会議において、指示第 49 号の三に定める遊漁者が採捕可能なくろ

まぐろ（大型魚）の採捕数量を、１人１月１尾から１人各期間１尾までに変

更することで合意したことから、変更を行うもの。 

各期間の設定は以下のとおり。 

ア 四月及び五月 

イ 六月及び七月 

ウ 八月及び九月 

エ 十月及び十一月 

オ 十二月及び一月 

カ 二月及び三月 

 

２．施行日 

令和８年４月１日とする。 
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資料１－３ 

 
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号
（
案
） 

 
改
正 

令
和
七
年 
十
一
月
四
日
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
二
号 

改
正 

令
和
八
年 

二
月
十
七
日
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
四
号 

  

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

  

令
和
七
年
三
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会 

会
長 

北
門 

利
英 

  

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
委
員
会
指
示 

 

一 

定
義 

 
 

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

１ 

「
遊
漁
者
」 

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 

  
 

㈠ 

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合 

 
 

㈡ 

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合 

  
 

㈢ 

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合 

２ 

「
太
平
洋
」 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
二
項

及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
太
平
洋
を
い

う
。 

３ 

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
」 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を

い
う
。 

４ 

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を

い
う
。 

５ 

「
遊
漁
船
」 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
を
い
う
。 

 

二 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限 

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま

ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。 

 
三 
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限 

１ 

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
、
次
に
掲
げ
る
期
間

ご
と
に
、
一
人
一
尾
を
超
え
て
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
保
持
し

た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
（
以
下
「
別
個
体
」
と
い
う
。
）
を
採
捕
し
た
場
合
は
、

直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

㈠ 

四
月
及
び
五
月 

 

㈡ 

六
月
及
び
七
月 

 

㈢ 

八
月
及
び
九
月 

 

㈣ 

十
月
及
び
十
一
月 

 

㈤ 

十
二
月
及
び
一
月 

 

㈥ 

二
月
及
び
三
月 

２ 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
会
長
は
、
太
平
洋
に
お
け

る
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能
量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
取
組
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
太
平
洋
に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大

型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。 

３ 

遊
漁
者
は
、
２
の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中

は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大

型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

報
告 

１ 

遊
漁
者
は
、
太
平
洋
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
採
捕
し

た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

㈡ 

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。
） 

㈢ 

尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
） 

㈣ 

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所 

㈤ 

採
捕
し
た
海
域 

㈥ 

遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号 

㈦ 

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号 

㈧ 

届
出
番
号
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
一
号
の
二
の
８
、
日
本
海
・
九

州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
二
号
の
二
の
８
及
び
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
指
示
第
五
十
号
の
二
の
８
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
番
号
を
い
う
。
） 
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２ 

１
の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認

で
き
る
写
真
及
び
採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及

び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五 

指
示
の
有
効
期
間 

 
 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

六 

そ
の
他 

 
 

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 附 

則
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
二
号
） 

１ 

こ
の
指
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
指
示
の
施
行
の
日
前
に
採
捕
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
関
す
る
改
正
前
の
太

平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
四
十
九
号
の
４
の
⑴
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

附 

則
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
四
号
） 

１ 

こ
の
指
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
指
示
の
施
行
前
に
漁
業
法
第
百
二
十
一
条
第
四
項
で
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第

百
二
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
指
示
の
改
正
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
指
示
の
規
定
を
適
用
す
る
。 
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資料１－４ 
太平洋広域漁業調整委員会指示第49号 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  案 改  正  前 

一 定義 

この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 「遊漁者」 水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないものをいう。 

㈠ 漁業者が漁業を営む場合 

㈡ 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合 

㈢ 試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合 

２ 「太平洋」 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百五十二条第二項及び漁業法施行令（昭和二

十五年政令第三十号）第十六条に規定する太平洋をいう。 

３ 「くろまぐろ（小型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム未満のものをいう。 

４ 「くろまぐろ（大型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム以上のものをいう。 

５ 「遊漁船」 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）第二条第二項に規定する遊

漁船をいう。 

 

一 定義 

この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 「遊漁者」 水産動植物を採捕する者であって、次に掲げる場合のいずれにも該当しないものをいう。 

㈠ 漁業者が漁業を営む場合 

㈡ 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合 

㈢ 試験研究又は教育実習を行う者がそのために水産動植物を採捕する場合 

２ 「太平洋」 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百五十二条第二項及び漁業法施行令（昭和二

十五年政令第三十号）第十六条に規定する太平洋をいう。 

３ 「くろまぐろ（小型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム未満のものをいう。 

４ 「くろまぐろ（大型魚）」 くろまぐろのうち、三十キログラム以上のものをいう。 

５ 「遊漁船」 遊漁船業の適正化に関する法律（昭和六十三年法律第九十九号）第二条第二項に規定する遊

漁船をいう。 

 

二 くろまぐろ（小型魚）の採捕の制限 

遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（小型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（小型魚）を意図せず

採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。 

 

二 くろまぐろ（小型魚）の採捕の制限 

遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（小型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（小型魚）を意図せず

採捕した場合には、直ちに海中に放流しなければならない。 

 

三 くろまぐろ（大型魚）の採捕の制限 

１ 遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ（大型魚）を、次に掲げる期間ごとに、一人一尾を超えて

保持してはならない。くろまぐろ（大型魚）を保持した者が別のくろまぐろ（大型魚）（以下「別個体」と

いう。）を採捕した場合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。 

 ㈠ 四月及び五月 

 ㈡ 六月及び七月 

 ㈢ 八月及び九月 

 ㈣ 十月及び十一月 

 ㈤ 十二月及び一月 

 ㈥ 二月及び三月 

２ 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）会長は、太平洋における遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の

取組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、太平洋において遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕を禁止する旨、公示する。 

３ 遊漁者は、２の公示により、くろまぐろ（大型魚）の採捕が禁止された期間中は、太平洋においてくろま

ぐろ（大型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（大型魚）を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に

放流しなければならない。 

 

三 くろまぐろ（大型魚）の採捕の制限 

１ 遊漁者は、太平洋において採捕したくろまぐろ（大型魚）を一人毎月一尾を超えて保持してはならない。

くろまぐろ（大型魚）を保持した者が別のくろまぐろ（大型魚）（以下「別個体」という。）を採捕した場

合は、直ちに別個体を海中に放流しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）会長は、太平洋における遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の

取組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定め、太平洋において遊漁者によるくろまぐろ

（大型魚）の採捕を禁止する旨、公示する。 

３ 遊漁者は、２の公示により、くろまぐろ（大型魚）の採捕が禁止された期間中は、太平洋においてくろま

ぐろ（大型魚）を採捕してはならない。くろまぐろ（大型魚）を意図せず採捕した場合には、直ちに海中に

放流しなければならない。 

 

四 報告 

１ 遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（大型魚）を採捕した場合には、採捕したくろまぐろ（大型魚）を

陸揚げした日から一日以内に、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。 

㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス 

㈡ 採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾数及び重量（計量方法を含む。） 

㈢ 尾さ長（ふん端から尾さまでの長さをいう。） 

㈣  採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした日及び陸揚げした場所 

㈤  採捕した海域 

㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 

㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 

四 報告 

１ 遊漁者は、太平洋においてくろまぐろ（大型魚）を採捕した場合には、採捕したくろまぐろ（大型魚）を

陸揚げした日から一日以内に、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。 

㈠ 採捕した者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス 

㈡ 採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾数及び重量（計量方法を含む。） 

㈢ 尾さ長（ふん端から尾さまでの長さをいう。） 

㈣  採捕したくろまぐろ（大型魚）を陸揚げした日及び陸揚げした場所 

㈤  採捕した海域 

㈥ 遊漁船を利用した場合は、その船名、登録都道府県名及び遊漁船登録番号 

㈦ 遊漁船以外の船舶を利用した場合は、その船舶番号又は船舶検査済票の番号 
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㈧ 届出番号（太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の８、日本海・九州西広域漁業調整委員会指

示第八十二号の二の８及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の８に基づき交付される番号を

いう。） 

２ １の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長が確認できる写真及び採捕した者

の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せて提出しなければなら

ない。   

 

㈧ 届出番号（太平洋広域漁業調整委員会指示第五十一号の二の８、日本海・九州西広域漁業調整委員会指

示第八十二号の二の８及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第五十号の二の８に基づき交付される番号を

いう。） 

２ １の報告を行うに当たっては、採捕したくろまぐろ（大型魚）の尾さ長が確認できる写真及び採捕した者

の運転免許証又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類の写しを併せて提出しなければなら

ない。   

 

五 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 

 

五 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までとする。 

 

六 その他 

この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。 

 

六 その他 

この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。 

 

    附 則（太平洋広域漁業調整委員会指示第52号） 

  １ この指示は、令和八年四月一日から施行する。 

  ２ この指示の施行の日前に採捕されたくろまぐろ（大型魚）に関する改正前の太平洋広域漁業調整委員会指示第四十九号の４の⑴の規定に基づく報告については、なお従前の例による。 

 

    附 則（太平洋広域漁業調整委員会指示第54号） 

  １ この指示は、令和八年四月一日から施行する。 

  ２ この指示の施行前に漁業法第百二十一条第四項で読み替えて準用する同法第百二十条第十一項の規定により命ぜられた事項については、この指示の改正規定にかかわらず、改正前の指示の規定を適用する。 
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資料１－５ 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六、日本海・九州西広域漁業調整委員

会指示第 79 号の六及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第 48 号の六に基づく

遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の採捕数量に関する運用方針（案）  

 

令和８年４月１日 

 

 

 太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号、日本海・九州西広域漁業調整委員会

指示第 79 号及び瀬戸内海広域漁業調整委員会第 48 号（以下「指示」という。）

に基づき、遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の適正な管理のため、遊漁者のくろ

まぐろ（大型魚）の採捕数量に関する運用方針について、以下のとおり定める。 

 

１ 基本的な配分 

各月５トンとする。なお、前年度の採捕数量に余剰がある場合は、当該余

剰分の数量を月数で除した数量について月ごとにそれぞれ上乗せする。 

 

２ 配分後の数量の取扱い 

上記１により定めた月ごとの数量を当該月の採捕数量が超えた場合、その

超過分の数量を、超過した月の翌々月から指示で定める有効期間の満了日が

属する月までの月数で除した数量について、超過した月の翌々月以降の数量

からそれぞれ差し引く。この場合、月ごとの数量について変更があった旨、

速やかに水産庁のホームページで掲載する。 
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資料１－６ 

太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号の六、日本海・九州西広域漁業調整委員

会指示第 79 号の六及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第 48 号の六に基づく

遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の採捕の禁止に関する運用方針（案）  

 

令和８年４月１日 

 

 

 太平洋広域漁業調整委員会指示第 49 号、日本海・九州西広域漁業調整委員会

指示第 79 号及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第 48号（以下「指示」とい

う。）に基づき、遊漁者のくろまぐろ（大型魚）の適正な管理のため、遊漁者

のくろまぐろ（大型魚）の採捕の禁止に関する運用方針について、以下のとお

り定める。 

 

 

１ 採捕の禁止の判断 

指示における太平洋広域漁業調整委員会会長が認める「太平洋における遊

漁者によるくろまぐろ（大型魚）の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろま

ぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の取組みに支障を来すお

それがあるとき」、日本海・九州西広域漁業調整委員会会長が認める「日本

海・九州西海域における遊漁者によるくろまぐろ（大型魚）の採捕が、漁獲

可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管

理の取組みに支障を来すおそれがあるとき」及び瀬戸内海広域漁業調整委員

会会長が認める「瀬戸内海における遊漁者によるくろまぐろ（大型魚）の採

捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者に

よる資源管理の取組みに支障を来すおそれがあるとき」は、当該月に日本全

域における遊漁者によるくろまぐろ（大型魚）の採捕数量が「太平洋広域漁

業調整委員会指示第 49 号の六、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第

79 号の六及び瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第 48 号の六に基づく遊漁者

のくろまぐろ（大型魚）の採捕数量に関する運用方針」（令和８年４月１日

付け施行）で定める月別の数量を超えるおそれがある場合とする。 

 

２ 採捕の禁止の期間 

指示の規定に基づくくろまぐろ（大型魚）の採捕の禁止の期間は、原則、

公示日が属する月の末日までとする。 
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令和８ 年２ 月 

水 産 庁 
 

太平洋南部キンメ ダイ に関する 委員会指示について  

 

 

 

１ ．太平洋広域漁業調整委員会指示第五十三号（ 案） の概要   資料２ －１  

   令和８ 年度の指示を制定する （ 内容は現行と 同じ ）。  

 

 

２ ． その他                         資料２ －２  

（ 太平洋南部キンメ ダイ の広域資源管理における 漁場環境の保全措置の状

況調査結果）  

  前回の委員会における 委員から の質問を 受けて行った調査結果を 報告

する 。  

 

資料２  
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太平洋広域漁業調整委員会指示第五十三号（ 案） の概要 

 

き んめだいを と る こ と を 目的と する 刺し 網漁業については、 ①太平洋の公海においては大臣

の許可（ ※）、 ま た 、 ②各都県管轄海域において は、 漁業権又は知事許可に基づき 営ま れて

いる が、 こ れ以外の我が国の排他的経済水域、 領海及び内水（ 内水面を 除く ）（ 以下「 我が

国Ｅ Ｅ Ｚ 」 と いう 。 ） では、 自由漁業と し て 営ま れて いる 。  

こ う し た中、 き んめだい資源の管理・ 回復を 図る ため我が国Ｅ Ｅ Ｚ 内の下記の規制海域にお

いて 、 き んめだいを と る こ と を 目的と する 底刺し 網漁業に係る 規制（ 委員会承認制等） を 行

う も の。  

（ ※） 漁業の許可及び取締り 等に関する 省令（ 昭和38年農林省令第５ 号） 第２ 条第６ 号に規

定する 太平洋底刺し 網等漁業 

 

１   操業の承認 

下記( １ ) の規制海域において 、 令和８ 年４ 月１ 日から 令和９ 年３ 月31日ま での間、 下記 

( ２ ) のき んめだい底刺し 網漁業を 営も う と する 者は、 使用する 船舶ご と に太平洋広域漁業調

整委員会の承認を 受けなければなら ない。  

( １ )  規制海域 

北緯35度以南で次に掲げる 線及び陸岸から 成る 線以東の太平洋の海域のう ち我が国の

排他的経済水域、 領海及び内水（ 内水面を 除く ）。  

ア  和歌山県紀伊日ノ 御埼灯台から 徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る 直線イ   

東経133度の経線が四国南岸の最大高潮時海岸線と 接する 点から 正南の線 

（ ２ ）  き んめだい底刺し 網漁業 

動力漁船によ り 底刺し 網を 使用し てき んめだいを と る こ と を 目的と する 漁業（ ただし 、

大臣許可漁業（ 太平洋底刺し 網等漁業） 及び都道府県知事の管轄に基づく 漁業を 除く 。 ）  

２   承認の対象者 

委員会指示第四十七号の承認を 受けて、 き んめだい底刺し 網漁業を 営んだ実績を 有する

者で、 当該実績に係る 船舶又はその代船を 当該漁業に使用する 者 

【 参  考】 規制海域

資料２ －１  
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太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
三
号(

案)
 

 

漁
業
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
䥺
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
䣍
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
に
つ
い
て
䣍
次
の
と
お
り
指
示
す
る
䣎 

 

令
和
八
年
二
月
十
七
日 

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会 

 

会
長  

北
門  

利
英 

  

太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
の
承
認
に
係
る
委
員
会
指
示 

 

１  

定
義 

こ
の
指
示
に
お
い
て
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
䣎 

⑴ 
 

䣓
規
制
海
域
䣔 

 

北
緯
三
十
五
度
の
緯
線
が
本
州
東
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る

点
か
ら
正
東
の
線
以
南
䣍
次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
か
ら
成
る
線
以
東
の
太
平
洋
の
海
域

の
う
ち
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
䣍
領
海
及
び
内
水
䥹
内
水
面
を
除
く
䣎
䥺 

ア  

和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら
徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に

至
る
直
線 

イ  

東
経
百
三
十
三
度
の
経
線
が
四
国
南
岸
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
接
す
る
点
か
ら
正
南

の
線 

⑵ 

䣓
き
ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
䣔 

 

次
に
掲
げ
る
漁
業
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
漁
業
で

あ
䣬
て
䣍
動
力
漁
船
に
よ
り
底
刺
し
網
を
使
用
し
て
き
ん
め
だ
い
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
漁
業 

イ  

漁
業
法
䥹
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
䣎
以
下
䣓
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
第
六
十
条

第
五
項
に
規
定
す
る
共
同
漁
業 

ロ 
 

法
第
六
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
入
漁
権
に
基
づ
き
営
む
共
同
漁
業 

ハ  

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
規
則
に
定
め
る
知
事

許
可
漁
業 

 

２  

操
業
の
承
認 

規
制
海
域
に
お
い
て
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
で
䣍
き

ん
め
だ
い
底
刺
し
網
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
䣍
使
用
す
る
船
舶
ご
と
に
䣍
太
平
洋
広
域
漁

業
調
整
委
員
会
䥹
以
下
䣓
委
員
会
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

３  

承
認
証
の
交
付
及
び
備
付
け
義
務 

⑴ 
 

委
員
会
は
䣍
２
の
承
認
を
し
た
と
き
は
䣍
申
請
者
に
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
承
認
証
を

交
付
す
る
䣎 
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⑵ 
 

前
号
の
規
定
に
よ
り
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
承
認
漁
業
を
営
む
期
間
中
䣍
当

該
承
認
証
を
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 
４  
承
認
番
号
の
表
示 

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
承
認
に
係
る
船
舶
の
船
橋
の
両
側
の
見
や
す
い
場
所
に
別

記
様
式
第
二
号
に
よ
り
当
該
船
舶
に
係
る
承
認
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
䣍
当
該
船
舶
を
当
該

承
認
に
係
る
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
䣎 

 

５  

漁
獲
成
績
報
告
書 

２
の
承
認
を
受
け
た
者
は
䣍
当
該
承
認
に
係
る
漁
業
の
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
へ
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎 

 

６  

取
扱
要
領 

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
䣍
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
䣍
委
員
会

が
別
に
定
め
る
䣎 

 

７  

指
示
の
有
効
期
間 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
䣍
令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
䣎 
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別記様式第一号 

き んめだい底刺し 網漁業承認証 

承認番号 

 

漁業者 

住 所  

 

 

氏名又は名称  

 

 

船舶 

船名  総ト ン数 

 

漁船 

登録番号 

 

 
使用権の 

種類 

 

漁業根拠地 

 

操業承認期間  年  月  日から    年  月  日ま で 

年  月  日 

太平洋広域漁業調整委員会会長 

  

■21



 

 

別記様式第一号 （ 記載例）  

き んめだい底刺し 網漁業承認証 

承認番号 太広委底第○号 

漁業者 

住 所 ●●県●●市●●町●番●号 

氏名又は名称 ●●水産株式会社 

 

 

船舶 

船名 ●●丸 総ト ン数 ●●ト ン  

漁船 

登録番号 

 

●●●－●●● 
使用権の 

種類 
●●● 

漁業根拠地 ●●県●●市 

操業承認期間 令和８ 年  月  日から  令和９ 年３ 月31日ま で 

年  月  日 

太平洋広域漁業調整委員会会長 
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別記様式第二号 

太広委底○○○ 

 

備考各文字及び数字は次によ り 明瞭に表示する こ と 。  

（ １ ） ○○○の部分には、 当該船舶に係る 承認番号を表示する こ と 。  

（ ２ ） 大き さ は15センチメ ート ル以上、 太さ は３ センチメ ート ル以上、 間隔は４ センチメ  

ート ル以上と する 。  

（ ３ ） 文字及び数字は黒色と する 。  

 

 

（ 記載例）  

太広委底１  
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き んめだい底刺し 網漁業の承認に関する 事務取扱要領 

令和８ 年２ 月17日 

太平洋広域漁業調整委員会（ 以下「 委員会」 と いう 。 ） 指示第五十三号（ 以下「 指示53 

号」 と いう 。 ） のき んめだい底刺し 網漁業を営むこ と の承認に関する 事務の取扱につき 、 以下のと

おり 定める 。  

 

１  事務処理の専決及び結果報告 

本事務取扱要領に基づく 承認の事務処理は、 委員会会長の専決事項と し て処理し 、 委員会会長

は直近の委員会に承認の状況その他必要な事項を報告する も のと する 。  

 

２  承認の対象者 

承認の対象と なる 者は、 次の各号のいずれかに該当する 者と する 。  

( １ ) 委員会指示第五十号（ 以下「 指示50号」 と いう 。 ） の承認を受けて、 き んめだい底刺し 網漁

業を営んだ実績を有する 者で、 当該実績に係る 船舶又はその代船（ 当該実績に係る 船舶の使用

を廃止し 、 こ れに代わって使用する 他の船舶） を当該漁業に使用する 者。  

( ２ ) 指示50号の承認を受けて、 き んめだい底刺し 網漁業を営んだ実績を有し ない者であって

も 、 やむを得ない事由によ る も のである こ と を委員会が特に認めた者。  

（ ３ ）（ １ ） 又は（ ２ ） に該当する 者から 相続、 法人化によ り 経営を承継し た場合等で、 委員会会

長が特に必要と 認めた者。  

 

３  操業の承認をし ない者 

前項の規定にかかわら ず、 次の４ によ る 承認を受けよ う と する 者が、 次のイ から ニま でのいず

れかに該当する 場合は、 操業の承認をし ないも のと する 。  

イ  委員会によ り 指示50号に基づく 承認を取消さ れ、 その取消し の日から １ 年を経過し ない者。  

ロ  暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成三年法律第七十七号） 第二条第六

号に規定する 暴力団員又は同号に規定する 暴力団員でなく なった日から 五年を 経過し ない

者（ 以下「 暴力団員等」 と いう 。 ）  

ハ 法人であって、 その役員又は使用人（ 操船又は漁ろう を指揮監督する 者をいう 。 ） の中に

暴力団員等に該当する 者がある も の 

二 暴力団員等がその事業活動を支配する 者 

 

４  承認の申請 

指示53号の２ の承認（ 以下「 承認」 と いう 。 ） を受けよ う と する 者は、 別表に掲げる 必要な書

類を、 ４ 月30日までに委員会事務局（「 水産庁資源管理部管理調整課」 をいう 。 以下「 事務局」 と

いう 。 ） に提出し なければなら ない。  
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５  承認期間中の承認の申請 

次の各号のいずれかに該当する 場合で、 承認を受けよ う と する 者は、 別表に揚げる 必要 な書類

を、 事務局に提出し なければなら ない。  

（ １ ） 承認を受けた者が、 当該承認に係る 期間中に、 当該承認に係る 船舶を当該承認に係る 規制海

域において当該承認漁業に使用する こ と を廃止し 、 当該承認に係る 期間の残存期間につき 、 他

の船舶について承認を申請する 場合 

（ ２ ） 承認を受けた者が、 当該承認に係る 期間中に、 当該承認に係る 船舶が滅失し 、 又は沈没し た

ため、 当該承認に係る 期間の残存期間につき 、 他の船舶について当該承認を申請する 場合 

（ ３ ） 承認を受けた者から 、 当該承認に係る 期間中に、 当該承認に係る 船舶を譲り 受け、 借り 受け、

その返還を受け、 その他相続又は法人の合併若し く は分割等の事由によ り 当該船舶を使用する

権利を取得し て当該承認に係る 規制海域において当該承認漁業を営も う と する 者が、 当該承認

に係る 期間の残存期間につき 、 当該船舶について承認を申請する 場合 

 

６  承認証の書換交付の申請 

承認を受けた者（ 共同経営、 相続又は合併等によ り 当該承認を受けた者の地位を承継した者を

含む。 ） は、 承認証の記載事項に変更を生じ たと き は、 別表に掲げる 必要な書類を、 速やかに、

事務局に提出し なければなら ない。  

 

７  承認証の再交付の申請 

承認を受けた者は、 承認証を亡失、 又はき損し たと きは、 別表に掲げる 必要な書類を、 速やかに、

事務局に提出し なければなら ない。  

 

８  承認証の返納 

承認を受けた者は、 当該承認に係る 期間が経過し たと き 、 又は当該承認がその効力を失い、 若

し く は取消さ れたと き は、 速やかに、 その承認証を事務局に返納し なければなら ない。  

 

９  漁獲成績報告書の様式及び提出期限 

承認を受けた者は、 別紙様式第９ 号によ る 漁獲成績報告書を、 当該承認漁業の航海ごと に、 当

該航海の終了後１ ヶ 月以内に事務局に提出し なければなら ない。  

 

10 裏付け命令の申請 

委員会は、 国及び県の漁業取締機関から 、 指示53号に違反し たこ と を 現認し 指導し たが是正

が期待でき ないと の報告を 受けたと き は、 漁業法（ 昭和二十四年法律第二百六十七号） 第百二

十一条第四項で準用する 同法第百二十条第八項の規定に基づき 、 必要に応じ て農林水産大臣に

対し て、 当該違反者に当該委員会指示に従う べき こ と を命ずべき 旨を申請する 。  
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別  表 

き んめだい底刺し 網漁業承認申請等に必要な書類の一覧表 

 

 承認期間

前申請 

承認期間中の申請 書換申請 再交付 

代  船 承  継 記載事項 
の変更 

相続・ 合 
併 

申請書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

申請理由書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

漁船登録原簿謄本 ○ ○ ○ ○ ○  

船舶検査証書写し  ○ ○ ○ △ △  

船舶使用承諾書 △ △ △ △ △  

適格性に関する 誓約書 〇  〇    

代表者選定届 △ △ △ △ △  

定款及び登記簿謄本 △ △ △ △ △  

年間操業計画書 ○ ○ ○  〇  

海難事故報告書写し   △     

廃業届 △ ○ ○    

紛失届      ○ 

相続相関図     △  

相続同意書     △  

戸籍謄本     △  

合併契約書     △  

旧承認証 △ ○ ○ ○  △ 

 

（ 別表注）  

１ ． 申請書は、 別紙様式第１ 号によ る こ と 。  

２ ． 船舶使用承諾書は、 別紙様式第２ 号によ る こ と 。  

３ ． 適格性に関する 誓約書は、 別紙様式第３ 号によ る こ と 。  

４ ． 代表者選定届は、 別紙様式第４ 号によ る こ と 。  

５ ． 年間操業計画書は、 別紙様式第５ 号によ る こ と 。  

６ ． 廃業届は、 別紙様式第６ 号によ る こ と 。  

７ ． 紛失届は、 別紙様式第７ 号によ る こ と 。  

８ ． 相続同意書は、 別紙様式第８ 号によ る こ と 。  

９ ． ○印を 付し た 書類は必須のも のであ り 、 △印を 付し た 書類は添付書類注釈を 参照し 、 該当

する 申請のみに添付する こ と 。  

 

（ 添付書類注釈）  

１ ． 船舶検査証書写し は、 船舶検査証書が必要な 漁船は添付する 。  

２ ． 船舶使用承諾書は、 申請に係る 船舶が、 自己所有船以外の場合に添付する 。 船名、 船舶の使

用期間、 使用権の種類、 賃借権の額及びその他必要な 事項が記載さ れて いる も のと する 。  

３ ． 代表者選定届は、 共同経営の場合に添付する 。  

４ ． 定款及び登記簿謄本は、 申請者が法人であ る 場合に添付する 。 同一事業年度に再度申請

する 場合には、 申請理由書にそ の旨を 明記し 、 添付を 省略でき る 。  

５ ． 旧承認証は、 操業期間中の場合は写し を 添付する 。  

６ ． 漁船登録原簿謄本は、 証明後３ か月以内のも のと する 。  
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別紙様式第１ 号 

き んめだい底刺し 網漁業承認申請書 

 

年  月  日 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

申請者住所（ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名（ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

下記によ り き んめだい底刺し 網漁業に係る 太平洋広域漁業調整委員会の承認を 受

けたいので、 関係書類を 添えて申請し ま す。  

 

記 

１  使用する 船舶 

（ １ ） 船名 

（ ２ ） 漁船登録番号 

（ ３ ） 船舶総ト ン数 

（ ４ ） 使用権の種類： （ 自己所有船、 使用貸借権、 賃借権）  

（ ５ ） 通信機器の種類 

（ ６ ） 電波機器の種類 

 

２  漁業根拠地 

 

３  主な操業区域 

 

４  主な漁獲物等陸揚港 

 

〔 備考〕  

１ ． 用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  

２ ． 通信機器は、 無線１ Ｗ、 船舶電話等を 記載する こ と 。  

３ ． 電波機器は、 レ ーダー、 Ｇ Ｐ Ｓ 等を 記載する こ と 。  
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別紙様式第２ 号 

 

船舶使用承諾書 

 

年  月  日 

 

住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  殿 

 

住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

貴殿が、 下記の船舶をき んめだい底刺し 網漁業に使用する こ と を 承諾し ま す。  

 

記 

 

１  漁船登録番号 

 

２  船    名 

 

３  船舶総ト ン数 

 

４  使用権の種類 使用貸借権 

賃 借 権（ 賃借料）  （ 月    円也）  

 

５  使用期間  年  月  日から     年  月  日ま で 

 

 

〔 備考〕  

１ ． 用紙は、 日本産業規格Ａ ４ にする 。  

２ ． 賃借料が定額でない場合は、 理由を 付すこ と 。  
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別紙様式第３ 号 

 

適格性に関する 誓約書 

 

 

  令和 年  月  日  

 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

申請者住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

 私は、 次の①から ③ま でのいずれにも 該当し ないこ と を 誓約し ま す。  

 

① 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第77号） 第２

条第６ 号に規定する 暴力団員又は同号に規定する 暴力団員でなく なっ た日から ５

年を 経過し ない者（ 以下「 暴力団員等」 と いう 。 ）  

 

② 法人であって、 その役員又は使用人（ 操船又は漁ろう を 指揮監督する 者をい

う 。 ）  の中に暴力団員等に該当する 者がある も の 

 

③ 暴力団員等がその事業活動を支配する 者 

 

 

〔 備考〕  

１ ． 用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  
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別紙様式第４ 号 

 

代表者選定届 

 

  令和  年  月  日  

 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

申請者住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

 下記の者を     丸に係る き んめだい底刺し 網漁業の共同経営者の代表者に選

定し たので、 届け出ま す。  

 

記 

氏 名（ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

〔 備考〕  

用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  
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別紙様式第５ 号 

 

年間操業計画書 

 

  令和  年  月  日  

 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

申請者住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

 船名：       （ 漁船登録番号：        ）  

 

漁業者 漁業種類 操業区域 期間 

    

    

    

    

    

 

 

 

〔 備考〕  

１ ． 用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  

２ ． 当該船舶の年間従事する 漁業種類を すべて記入する こ と 。  

３ ． １ 枚で記入でき ない場合には、 適宜追加し て記入する こ と 。  
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別紙様式第６ 号 

 

廃業届 

 

  令和  年  月  日  

 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

申請者住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

 下記の船舶は、 き んめだい底刺し 網漁業に使用する こ と を 廃止し ま す。  

 

記 

 

１  船名 

 

２  船舶総ト ン数 

 

３  漁船登録番号 

 

４  承認番号 

 

 

〔 備考〕  

用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  
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別紙様式第７ 号 

 

紛失届 

 

  令和  年  月  日  

 

 

太平洋広域漁業調整委員会会長 殿 

 

 

申請者住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

 下記の船舶に係る き んめだい底刺し 網漁業の承認証を紛失し たので、 関係書類を

添えて届け出ま す。  

 

記 

 

１  船名 

 

２  船舶総ト ン数 

 

３  漁船登録番号 

 

４  承認番号 

 

 

〔 備考〕  

用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  
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別紙様式第８ 号 

 

相続同意書 

 

  令和  年  月  日  

 

 

 殿 

 

 

住所： （ 法人にあっ ては、 主たる 事務所の所在地）  

氏名： （ 法人にあっ ては、 名称及び代表者の氏名）  

 

 

 下記のき んめだい底刺し 網漁業について、 貴殿が相続する こ と に同意いたし ま

す。  

 

記 

 

１  船名 

 

２  船舶総ト ン数 

 

３  漁船登録番号 

 

４  承認番号 

 

 

〔 備考〕  

用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  
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別紙様式第９ 号 

 

き んめだい底刺し 網漁業漁獲成績報告書 
太平洋広域漁業調整委

員会 

会長殿 

 

 

 

住所 

 

 

 

氏名又は名称 

船名  
報告 

年月日 

 

総ト ン数  
報告取扱 

責任者 
氏名 

所持し た 

漁具の 

数量 

 

船長 氏名 

漁業 

根拠地 

 

冷凍能力 ト ン/日 

漁獲物等 

陸揚港 

 

出入港 

月日 

年 月 日 

出航 

航海 

日数 
日 

年 月 日 

入航 

操業 

日数 
日 

月 日 操業位置 
使用漁具 

の数量 

操業 

回数 

魚種別漁獲量（ kg）  漁場の水深、  

その他の事項 

ｷﾝﾒﾀﾞ ｲ    計 

          

 

 

 

          

 

 

〔 備考〕  

用紙は、 日本産業規格Ａ ４ と する 。  
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1 
 

 

太平洋南部キンメ ダイ の広域資源管理 

 

１  資源の現状 

キンメ ダイ は、我が国では北海道釧路以南の太平洋と 新潟県以南の日本海に分布し 、その

う ち太平洋岸では房総半島から 伊豆半島沿岸、 御前崎沖、 伊豆諸島周辺、 四国沖、 南西諸島

周辺海域など を 主な漁場と し て、 立縄、 底立延縄、 樽流し など の釣り 漁業等によ って漁獲さ

れている 。 こ の他、 小笠原公海、 南西諸島周辺、 中部北太平洋公海域の天皇海山周辺海域等

においても 、 底立延縄、 底刺網、 ト ロ ール等によ っ て漁獲さ れている 。  

１ 都３ 県（ 東京都、 千葉県、 神奈川県、 静岡県） における 2005〜2009 年のキン メ ダイ の

漁獲量は 7, 000 ト ン 弱で安定し ていたも のの、 2010 年以降は減少傾向にあり 、 2024 年には

4, 000 ト ン と なっ ている 。関東沿岸から 伊豆諸島周辺海域における キン メ ダイ 資源量は 2000

年代前半ま で４ 万ト ン 台で横ばい、 その後は減少傾向で推移し 、 2015 年から 緩やかに増加

傾向と なり 、 2023 年は約 3. 9 万ト ン 。 親魚量は 2000 年代前半ま で３ 万ト ン 台で推移し 、 そ

の後は減少傾向にあっ たが、 2017 年以降は増加傾向にあり 、 2024 年は約 2. 9 万ト ン と なっ

た。  

 

２  関連漁業種類 

（ １ ） 自由漁業 立縄漁業 

（ ２ ） 知事許可漁業（ 東京都、 静岡県）  底立てはえ縄漁業 

（ ３ ） 太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 底刺し 網 

 

３  資源管理の方向性( 目標、 期間等)  

キン メ ダイ 資源を 持続的・ 安定的に利用し ていく ためには、 漁獲努力量水準を 適切に維

持、 管理する ための取組が重要である 。  

こ のため、一都三県の自由漁業を 営む漁業者が取り 組んでいる 資源管理措置を 継続ま たは

強化し ていく こ と によ り 、 資源量を 回復さ せる こ と を 目標と する 。  

  

４  資源管理措置 

（ １ ） 関係漁業者の合意の下で、 下記のと おり 漁獲努力量の削減措置を 実施。  

各海域でき め細かい措置が機動的に講じ ら れている 。  

① 立縄漁業( 自由漁業) 及び底立てはえ縄漁業( 知事許可漁業)  

都県名 関係漁業者の操業海域 取組内容 

千葉県 銚子沖、 勝浦沖、 東京湾口、 伊豆諸島 ※ 各地の事情によ り 、 以下

取組を組合せて実施。  

・ 小型魚の再放流 

・ 漁具･漁法の制限 

・ 休漁日・ 休漁期間の設定 

・ 操業規制区域の設定 

・ 使用済漁具廃棄の禁止等 

東京都 

大島周辺、利島周辺、新島( 含式根島) 周

辺、 神津島周辺、 御蔵島･イ ナン バ、  

三宅島周辺、 八丈島( 青ヶ 島含む) 周辺 

神奈川県 東京湾口、伊豆東岸、伊豆諸島、静岡県

御前崎沖（ 静岡県知事許可）  

静岡県 伊豆諸島、 静岡県地先 

  

 参 考   
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② 底刺し 網漁業（ 太平洋広域漁業調整委員会承認漁業 委員会指示第 45 号）  

き んめだい底刺し 網漁業の承認を 受けた者は、底立はえ縄漁業者を会員と する 漁業者 

協議会と の間で合意し た以下の内容等について実施。  

 ア 休漁の設定 

小型魚や産卵親魚の保護育成のため、 次の海域（ 第１ 紀南海山、 第２ 紀南海山、 駒橋第

２ 海山） においては、 11 月 1 日から 翌３ 月 31 日ま での間において、 １ ヶ 月間の休漁を実

施する 。  

イ  小型魚の保護（ 全長制限）  

小型魚の保護育成のため、 全長 28 セン チメ ート ル未満のキン メ ダイ は水揚げを し な

い。  

ウ  漁具の制限 

操業にあたっ ては、 内径で 120 ミ リ メ ート ル以上の網目を 有する 漁具を 使用する 。  

ま た、 漁具の長さ は一連につき 600 メ ート ル以内と し 、 １ 回の操業において投網でき

る 連の数は５ 連ま でと する 。  

③漁場環境の保全措置 

操業にあたっ ては漁具の流出を 極力防止する と と も に、漁場等においてゴ ース ト 漁具

を 発見し た場合は、 自主的に回収する よ う 努めている 。  

 

（ ２ ） 漁獲努力量の削減措置については、 こ れま での実施体制及び措置内容を尊重し つつ、

各地域及び漁業種類ご と の事情を 勘案し 、関係漁業者間の合意の下で、現在の取組を さ

ら に進めていく こ と と する 。  

 

５  関係者間の連携体制 

従前よ り 、 キン メ ダイ 資源管理は「 一都三県キン メ ダイ 資源管理実践推進漁業者協議会」

を 通じ て議論を 重ね実践し てき たが、 平成 26 年に同資源の持続的利用を 確保する ための予

防的措置の取り ま と めに向けた検討を 行う ため、 協議会の下に各都県の漁業者代表、 行政・

研究担当者、 水産庁及び（ 国研） 水産研究・ 教育機構で構成さ れる 「 漁業者代表部会」 を 設

置し 、 年２ 回程度、 同部会を 開催する こ と と し ている 。  

令和７ 年度の漁業者代表部会は、一都三県キン メ ダイ 資源管理実践推進漁業者協議会と 共

催と し 、 令和８ 年２ 月 19 日に開催する 予定と なっ ている 。  

 

６  資源管理手法検討部会で整理さ れた意見・ 論点への対応について 

 キン メ ダイ 太平洋系群について、数量管理を 基本と する 新たな資源管理について広く 意見

を 聴き 、 議論を 整理する ため、 令和４ 年 12 月 20 日に第 10 回資源管理手法検討部会を 開催

し 、 別紙のと おり その結果を 整理し たと こ ろ 。  

こ れら の論点等について、キン メ ダイ の資源管理に関する 漁業者代表部会や一都三県キン

メ ダイ 資源管理実践推進漁業者協議会の枠組みを 通じ 、ま た関係漁業者等と 個別に相談し な

がら 対応方向を 整理し 、こ れま での自主管理の枠組みと 並行し て、新たな数量管理の導入に

伴う 資源管理の目標や目標達成の方法等について検討を進めら れる よ う 、必要な調整や対応

等を 行っている と こ ろ 、 引き 続き こ れら の取組を 継続する こ と と する 。  
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太平洋南部キンメ ダイ 資源管理の令和７ 年度の取組状況 
 

 

【 広域資源管理の取組状況】  

 

  ① 立縄漁業及び底立てはえ縄漁業 

海域ご と に小型魚の再放流、 漁具・ 漁法の制限、 休漁日・ 休漁期間の設定及び操

業規制区域の設定等の措置を 実施。  

 

  図 千葉県、 東京都、 神奈川県、 静岡県、 高知県のキンメ ダイ 漁獲量の推移 

 

 

  ② 底刺し 網漁業（ 太平洋広域漁業調整委員会承認漁業）  

太平洋広域漁業調整委員会指示第四十五号に基づき 、 き んめだい底刺し 網漁船１

隻を 承認。 ま た、 小型魚や産卵親魚保護のための期間休漁（ 11 月 1 日～3 月 31 日

ま での間のう ち 1 ヶ 月） 、 小型魚の保護（ 全長制限） 、 漁具の制限等の取組を 実施。 

  

  （ 参考） キンメ ダイ 底刺し 網漁業（ 委員会承認分） 漁獲量 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

29 ﾄﾝ 73 ﾄﾝ 64 ﾄﾝ 46 ﾄﾝ 52 ﾄﾝ 60 ﾄﾝ 87 ﾄﾝ 52 ﾄﾝ 35 ﾄﾝ 20 ﾄﾝ 28 ﾄﾝ 

※各年 1～12 月の漁獲量を集計 
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都県 漁具流出防止・ 回収の取決め 実施状況

千葉県
・ 漁場ルールと して、 潮流が一定以上のと き 操業禁止。

・ 操業規約で漁具が絡んだ際の対応等を規定。

・ 発見時に自主的に回収する 例

あり 。

・ 沿海漁協で処分対象漁具の収

集・ 処分を行う 例あり 。

東京都 資源管理措置で「 使用済漁具の廃棄禁止」 。
・ 一部漁協では、 平均して２ ～

３ ヶ 月に１ 回く ら い回収。

神奈川県 取決めは確認でき なかった。
操業中にゴース ト 漁具を見つけ

た場合は可能な範囲で回収。

静岡県

・ 申合せで「 使用済み漁具は持ち帰り ／海洋投棄禁止」

を明記（ 立て縄） 。

・ 操業中に自船の漁具を見失った場合は僚船と 連絡して

捜索（ 樽流し ） 。

・ 許可条件等で漁具に船名・ 許可番号の表示） 。 ま た、

独自ルールと して、 流出し た漁具は当該船が回収。 所有

者不明の場合には、 付近の船が回収（ 底立てはえ縄） 。

操業中の漁具回収と は別に、 海

底清掃を年に1度実施（ 樽流

し ） 。

太平洋南部キンメ ダイ の広域資源管理における

漁場環境の保全措置の状況調査結果
資料２ －２
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